
掲載年月日：令和８年２月２日

官署名 担当課名 電話番号

1
大分県大分市
新川町2-1-36

大分合同庁舎 建物 140.98 第二種住居地域 個別照会
旧食堂等のため、模様替
工事が必要な場合有。

九州財務局 会計課 096-353-6351 5階建の1階及び4階の1室

2
大分県大分市
大字田原1026

田原住宅 土地 35,304.03 市街化調整区域 個別照会 出入口は共有 大分財務事務所 管財課 097-532-7107 廃止済建物有

3
大分県大分市
明野北2丁目1805番78

明野住宅 土地 3,996.00
第一種中高層
住居専用地域

個別照会 ― 大分財務事務所 管財課 097-532-7107

4
宮崎県宮崎市
恒久1400-1

恒久住宅 土地 10,708.78 第一種住居地域 個別照会 出入口は共有 宮崎財務事務所 管財課 0985-22-7101 廃止済建物有

5
宮崎県宮崎市
小松1241

小松住宅 土地 1,411.20 第一種住居地域 個別照会 出入口は別途工事要 宮崎財務事務所 管財課 0985-22-7101

6
鹿児島県鹿児島市
下伊敷1丁目34番

伊敷住宅 土地 11,186.55
第二種中高層
住居専用地域

個別照会 ― 鹿児島財務事務所 管財課 099-226-6155

7
宮崎県児湯郡新富町
大字新田字溜水1266-1

新田原飛行場周辺地区 土地 582,497.40 無指定

原則５年以内。
地方公共団体等の場合、使用期
間満了後も引き続き使用の要望
がある場合は継続して更新可
能。
民間の場合、使用期間満了後も
引き続き使用の要望がある場合
は一度に限り更新可能。

原状回復が容易な場合に
限る

熊本防衛支局 業務課 096-368-2172

8
鹿児島県鹿屋市
田崎町1517-1

鹿屋飛行場周辺地区 土地 174,093.09 無指定

原則５年以内。
地方公共団体等の場合、使用期
間満了後も引き続き使用の要望
がある場合は継続して更新可
能。
民間の場合、使用期間満了後も
引き続き使用の要望がある場合
は一度に限り更新可能。

原状回復が容易な場合に
限る

熊本防衛支局 業務課 096-368-2172

9
大分県玖珠郡玖珠町
大字日出生字千間原935
番11ほか

日出生台演習場周辺地区 土地 412,191.51 無指定

原則５年以内。
地方公共団体等の場合、使用期
間満了後も引き続き使用の要望
がある場合は継続して更新可
能。
民間の場合、使用期間満了後も
引き続き使用の要望がある場合
は一度に限り更新可能。

原状回復が容易な場合に
限る

九州防衛局 管理部施設管理課 092-483-8817

10
大分県佐伯市
鶴谷町2-3-30

佐伯港湾合同庁舎 建物 137.48 準工業地域 個別照会
・特殊事情無し
・利用は別途協議

門司税関
総務部会計課
国有財産係

050-3530-8325 1階・2階の事務室等、屋階の倉庫
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11
大分県佐伯市
長島町4丁目14-14

佐伯河川国道事務所 建物 169.38
第二種中高層
住居専用地域

個別照会

・1階の一部、倉庫建、
車庫棟の一部
・使用可能日は次のアか
らウを除く日の午前8時
30分から午後5時15分の
間とする。
ア　土曜日及び日曜日
イ　国民の祝日に関する
法律に規定する休日
ウ　12月29日から翌年1
月3日までの間
・利用は別途協議

九州地方整備局 総務部契約課管財係 092-476-3509

12
宮崎県日南市
油津4-12-1

油津港湾合同庁舎 建物 213.05 商業地域 個別照会 利用は別途協議 第十管区海上保安本部 経理補給部経理課
099-286-4800
内線：2228

2階共用倉庫、第二会議室、4階第
四、第五会議室

13
大分県宇佐市
大字上田1055-1

宇佐合同庁舎 建物 206.12 近隣商業地域 個別照会 利用は別途協議 熊本国税局
会計課

営繕第１係
096-354-6171 4階事務室等及び車庫棟の倉庫


